
第 5期平川市障がい福祉計画・第 1期平川市障がい児福祉計画（案） 

に対するパブリックコメントの結果について 

 

～貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。～ 

 

1．募集期間  ：平成 30年 1月 29日（月曜日）から平成 30年 2月 28日（水曜日） 

2．意見の提出 ：1人（6件） 

3．ご意見の内容と回答 

 

項目 頂いたご意見 市の回答 

 

意思疎通支援

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５行目 このため本市では、手話通訳者などを派遣できる体制づくりを検

討します。 

この事業は平成２８年４月１日から施行され、数人の手話通訳者も登録

していると思います。派遣できる体制は整っているのではないでしょう

か？ 

 

 

６行目 現状と課題について 

安定・継続できる事業運営のため、手話通訳者の確保、 

のためには、手話通訳者の養成、派遣、設置が大事であると思います。

先ずは平川市での手話奉仕員養成事業（市の必須事業）開催の必要性を感

じます。（県内の手話通訳者は大変不足しています。今後、他市町村にいる

手話通訳者を頼る事業には限界があると思います。） 

 

 

９行目 広域での利用に関する事業体制や、事業者へ業務委託するなどの

検討 

については、どのような事業者を想定しているのでしょう？ 

 

 

 

 

県外や県内の遠い場所への派遣についての体制が

確立されていないため、これを含めて検討するもの

です。 

 

 

 

 

 

手話奉仕員養成研修の開催については、近隣の市

町村との共催なども含めて検討したいと考えていま

す。 

 

 

 

 

手話通訳者派遣事業を実施し、手話通訳者を登録

している他市町村等を想定しています。 

 

 

 

 



 

意思疎通支援

事業 

 

表２７・２８ 手話通訳設置事業 １ 

となっているが、現実に平川市の公的機関に手話通訳者の設置（市の必

須事業）は、いらっしゃらないのでは。１０市の中で平川市だけが手話通

訳者を設置していらっしゃらないようです。とても残念なことですが、訂

正が必要と思います。 

 

 

また、派遣事業 見込量・実績ともに通訳者の人数でしょうか。 

通訳の件数は事業を利用していることがわかる、とても大切な実績になる

と思われますが、いかがでしょう。 

 

 

今後の方策  

障がい者の意思疎通に必要な、サービス提供を引き続き行うとともに、

更なる制度の普及・啓発を推進します。 

そのためには、本気で養成事業を開催し、平川市役所に手話通訳者とし

ての有資格者を設置してはいかがでしょう。意思疎通支援事業や庁舎窓口

での対応も手話通訳者がいることで、手話を言語としているろうあ者が安

心して暮らせる平川市の実現につながるのではないでしょうか。 

障がい者に優しい町は、みんなにとっても住みよい町だと思います。大変

期待をしております。 

 

 

手話通訳者の資格を持つ市職員がいないため、表

２８の H27～H30 を「１→０」へ訂正します。 

 

 

 

 

 

派遣事業に係る手話通訳者の派遣人数です。表２

７と表２８の単位を「件／年」に訂正します。 

 

 

  

 

ご提案の内容につきましては、今後検討させてい

ただきます。障がいのある方が安心して暮らせるサ

ービスの実現に努めていきます。 

 

 


